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居宅介護支援、重度訪問介護重要事項説明書  

＜２０２５年１０月１日現在＞  

 

１ 居宅介護支援事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  株 式 会 社 Life youth 

代 表 者 名  代 表 取 締 役  澤 田 敦 子  

  

所在地・連絡先 

 

（所在地） 京都市伏見区竹田段川原町１９０ 

（電話）０７５－６３４－８３３５ 

（FAX）０７５－６３４－８３３４ 

 
２ 事業所の概要  

⑴  事業所名称及び事業所番号  

事 業 所 名  ら い ふ 長 岡 天 神  

  

所在地・連絡先 

 

（所在地）京都府長岡京市奥海印寺岡本３－９ 

（電話） ０７５－９５９－２３５５ 

（FAX） ０７５－９５９－２３５４ 

事業所番号      2613000880 

管理者の氏名  藤 井 恵 理  

 

⑵  事業所の職員体制  

従業者の職種
 

 

人数 

（人） 

区分  常勤換算後 

の人数（人） 

職 務 の 内 容
 

 
常勤(人) 非常勤(人) 

 管 理 者 １  １   １  管 理 業 務  

サービス提供責任者 ４  ４   １ ． ５  居 宅 介 護 計 画 作 成 な ど  

介護支援専門員  ８  １  ７  ３  指 定 居 宅 介 護 の 提 供  

事務職員等     事 務 作 業 全 般  
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⑶ 通常の事業の実施地域  

通常の事業の実施地域  長 岡 京 市 、 向 日 市 、 大 山 崎 町 、 京 都 市 伏 見 区 (久 我 、

羽 束 師 )、 京 都 市 西 京 区 (洛 西 ※ ９ 号 線 ま で ) 

   ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  
 

⑷ 営業日等  

営業日  営業時間  

月～土 ９：００～１７：００  

 

営業しない日  土曜日・日曜日・祝日・１２月２９日～１月３日  

 
 サ ー ビ ス 提 供 日 ： ３ ６ ５ 日  サ ー ビ ス 提 供 時 間 ： ７ ： ０ ０ ～ ２ ２ ： ０ ０  

※ サ ー ビ ス 提 供 時 間 外 で も 、 ご 希 望 が あ れ ば 、 対 応 い た し ま す 。  

３ 提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法等  

 ア 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

  イ 要介護等認定の申請代行 

 ウ 給付管理業務 
 
４ 費用  

⑴   利用料 

 

【居宅介護サービス】 

・当事業所の地域区分は 5級地です。（単価 ：１０．６０円） 

  単 位 数  金 額  利 用 者 負 担 額  

居 宅 に お け る  

身 体 介 護  

3 0 分 未 満  256 単 位  2,714 円  271 円  

3 0 分 以 上  

1 時 間 未 満  
404 単 位  4,282 円  428 円  

1 時 間 以 上  

1 時 間 3 0 分 未 満  
587 単 位  6,222 円  622 円  

1 時 間 30 分 以 上  

2 時 間 未 満  
669 単 位  7,091 円  709 円  

2 時 間 以 上  

2 時 間 30 分 未 満  
754 単 位  7,992 円  799 円  

2 時 間 30 分 以 上  

3 時 間 未 満  
837 単 位  8,872 円  887 円  

3 時 間 以 上  

921 単 位  

30 分 増 す ご

と に +83 単 位  

9,762 円  

30 分 増 す ご と

に +880 円  

976 円  

30 分 増 す ご と

に +88 円  
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  単 位 数  金 額  利 用 者 負 担 額  

家 事 援 助  

30 分 未 満  106 単 位  1,124 円  112 円  

30 分 以 上  

45 分 未 満  
153 単 位  1,622 円  162 円  

45 分 以 上  

1 時 間 未 満  
197 単 位  2,088 円  208 円  

1 時 間 以 上  

1 時 間 15 分 未 満  
239 単 位  2,533 円  253 円  

1 時 間 15 分 以 上  

1 時 間 30 分 未 満  
275 単 位  2,915 円  294 円  

1 時 間 30 分 以 上  

311 単 位  

15 分 増 す ご

と に +35 単 位  

3,328 円  

15 分 増 す ご

と に +371 円  

332 円  

15 分 増 す ご と

に +37 円  

通 院 等 介 助

（ 身 体 介 護 伴

う 場 合 ）  

30 分 未 満  256 単 位  2,714 円  271 円  

30 分 以 上  

1 時 間 未 満  
404 単 位  4,282 円  428 円  

1 時 間 以 上  

1 時 間 30 分 未 満  
587 単 位  6,222 円  622 円  

1 時 間 30 分 以 上  

2 時 間 未 満  
669 単 位  7,091 円  709 円  

2 時 間 以 上  

2 時 間 30 分 未 満  
754 単 位  7,992 円  799 円  

2 時 間 30 分 以 上  

3 時 間 未 満  
837 単 位  8,872 円  887 円  

 

・加算項目  

サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 利用者負担額 

初回加算 ２００単位 ２，１２０円／月 ２１２円／月 

利用者負担上限額 

管理加算(月1回を限度) 

１５０単位 １，５９０円／回 １５９円／回 

福祉専門職員等連携加算 

(90日の間、３回を限度) 

５４６単位 ５，７８８円／回 ５７８円／回 

介護職員等処遇改善加算  人材確保・定着のため、介護職員等の処遇改善を行うために

いただく費用です。  

 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  245／ 1000 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  224／ 1000 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  182／ 1000 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）  145／ 1000 
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特定事業所加算  介護福祉士等の人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体

制を構築している事業所が評価されることによりいただく費用です。  

 

・特定事業所加算（Ⅰ）：所定単位数×20／ 100 

・特定事業所加算（Ⅱ）：所定単位数×10／ 100 

・特定事業所加算（Ⅲ）：所定単位数×10／ 100 

・特定事業所加算（Ⅳ）：所定単位数×3／ 100 

・特定事業所加算（Ⅴ）：所定単位数×3／ 100 

 

【重度訪問サービス】 

・当事業所の地域区分は 5級地です。（単価 ：１０．６０円） 

障 害 者 、 病 院

等 に 入 院 又 は

入 所 中 の 障 害

者 に 提 供 し た

場 合  

 単 位 数  金 額  利 用 者 負 担 額  

1 時 間 未 満  186 単 位  1,972 円  197 円  

1 時 間 以 上  

1 時 間 3 0 分 未 満  
277 単 位  2,936 円  294 円  

1 時 間 30 分 以 上  

2 時 間 未 満  
369 単 位  3,911 円  391 円  

2 時 間 以 上  

2 時 間 30 分 未 満  
461 単 位  4,887 円  489 円  

2 時 間 30 分 以 上  

3 時 間 未 満  
553 単 位  5,862 円  586 円  

3 時 間 以 上  

3 時 間 30 分 未 満  
644 単 位  6,826 円  683 円  

3 時 間 30 分 以 上  

4 時 間 未 満  
736 単 位  7,802 円  780 円  

4 時 間 以 上  

8 時 間 未 満  

821 単 位  

30 分 増 す ご

と に +85 単 位  

8,703 円  

30 分 増 す ご と

に +910 円  

870 円  

30 分 増 す ご と

に +91 円  

8 時 間 以 上  

12 時 間 未 満  

1,505 単 位  

30 分 増 す ご

と に +85 単 位  

15,953 円  

30 分 増 す ご と

に +910 円  

1,595 円  

30 分 増 す ご と

に +91 円  

12 時 間 以 上  

16 時 間 未 満  

2,184 単 位  

30 分 増 す ご

と に +81 単 位  

23,150 円  

30 分 増 す ご と

に +867 円  

2,315 円  

30 分 増 す ご と

に +87 円  

16 時 間 以 上  

20 時 間 未 満  

2,834 単 位  

30 分 増 す ご

と に +86 単 位  

30,040 円  

30 分 増 す ご と

に +920 円  

3,004 円  

30 分 増 す ご と

に +92 円  

20 時 間 以 上  

24 時 間 未 満  

3,520 単 位  

30 分 増 す ご

と に +80 単 位  

37,312 円  

30 分 増 す ご と

に +856 円  

3,731 円  

30 分 増 す ご と

に +86 円  
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・加算項目  

サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 利用者負担額 

初回加算 ２００単位 ２，１２０円／月 ２１２円／月 

利用者負担上限額 

管理加算(月1回を限度) 

１５０単位 １，５９０円／回 １５９円／回 

福祉専門職員等連携加算 

(90日の間、３回を限度) 

５４６単位 ５，７８８円／回 ５７９円／回 

 

⑵ 交通費  

２の⑶の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。  

通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は，通常の事業の実施地域を越え

た所から公共交通機関を利用した実費が必要となります。   

   なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。 

通常の実施地域を越えてから、片道１キロ毎 １００円 

 

(3) 利用料等のお支払い方法 

   毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、２５日までに以下の方法によ

りお支払いください。  

   なお、入金確認（お支払い）後、領収証を発行します。 

支払い方法 銀行振込 

銀行振り込み 

次の口座にお振込みください。 

＜振込先口座＞ 

京都銀行九条支店（１７１） 

普通預金口座（口座番号 ４３９３６６５） 

口座名義 カ）ライフユース 

 

５ 事業所の目的と運営方針 

指定障害福祉サービス事業の居宅介護、重度訪問介護、移動支援の適正な運営を確保す

るために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を

図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った居宅

介護等の提供を確保することを目的とします。 

事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ
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及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに

生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行いま

す。 

 

６ サービス内容に関する苦情等相談窓口  

 

当事業所利用者様相談窓口  

窓口責任者   藤井恵理   

ご利用時間  ９：００～１７：００   

ご利用方法  電話（０７５－９５９－２３５５）  

苦情箱（事業所入口に設置）  

長岡京市障害福祉課 

受付時間：月曜日～金曜日８ :３０～１７：００  

 電話番号：０７５－９５５－９５４９  

向日市障がい者支援課  

受付時間：月曜日～金曜日８ :３０～１７：１５ 

 電話番号：０７５－８７４－３５９３  

大山崎町障がい福祉課  

受付時間：月曜日～金曜日８ :３０～１７：００  

 電話番号：０７５－９５６－２１０１  

西京区役所洛西支所保健福祉センター  

健康福祉部障害保健福祉課  

受付時間：月曜日～金曜日９ :００～１７：００ 

 電話番号：０７５－３３２－９２７５  

伏見区役所保健福祉センター  

健康福祉部障害保健福祉課  

受付時間：月曜日～金曜日９ :００～１７：００  

 電話番号：０７５－６１１－２３９２  

京都府福祉サービス運営適正化 

委員会  

受付時間：月曜日～金曜日９：００～１７：００  

 電話番号：０７５－２５２－２１５２  

 

 

７ 緊急時及び事故発生時等における対応方法  

 サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、

緊急時連絡先（ご家族等）等へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。 

 また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に

加え、京都市、市町村及び当該利用者の家族等に連絡を行います。 
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主治医 

 

 

病 院 名  

及 び  

所 在 地  

 

 

 

氏  名  

電 話 番 号  

 

 

 

緊急時連絡先（家族等） 

 

 

氏 名（続柄）                           （    ） 

 

 住    所  

 

             

        

 

電 話 番 号            

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

⑴ 利用者、その家族に関する秘密の保持について事業者はサービスを提供するうえ 

で知り得た、利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らし

ません。 

この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。 

⑵ 個人情報の保護について事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサー 

ビス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人

情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議で用いません。  

事業者は、利用者とその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注

意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 
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 居宅介護支援等の開始に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付のうえ、居宅介

護支援のサービス内容及び重要事項の説明をしました。 

  

 

 

 

 

 説明年月日：      年   月  日  

 

    事業者        住 所  

                事業者（法人）名 株式会社 Life youth 

               事   業   所  名 らいふ長岡天神 

                            （事業所番号） 2613000880 

   代表者名  代表取締役 澤田敦子        印 

 

説明者           職 名  

                          氏 名                                         印  

 

  私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を受

け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

   

 

利用者本人       住 所  

               氏 名                                           印  

 

（署名・法定）代理人    住 所  

                          氏 名                                           印  

 

             （利用者との関係：        ） 


